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０１．２３  

 

相互主義に基づく権利能力  

 

 

１．相互主義一般  

在外外国人の国籍国において、日本国民に対し、その国民と同一の条件によ

り、特許権等の権利の享有を認める場合、すなわち、（１）その者の属する国

において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関

する権利の享有を認めているとき、（２）その者の属する国において、日本国

がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本

国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有

を認めることとしているときは、相互主義の原則に基づき、その外国人の権利

能力が認められる（特２５条１号、２号 ※ 1）。  

実務上、相互主義についての証明書は、一事件についてその旨の証明があっ

た場合、以後同一国については証明書の提出は要しない。ただし、相手国の意

思が変更されるようなことがあった場合については、その都度、証明書を求め

る（特施規７条２号 ※ 2、特登令３０条１項２号 ※ 3）。  

２．相互主義が適用される国又は領域  

 
   国    名  

 
出願番号  

 
  証明書提出日  

 
適  用  

英国領タークス諸島  
カイコス諸島  

 
特願昭６０  
－２００４０８  

昭和６１年  
７月１５日  

 
特  

 
商 願 ２ ０ １ ８  

－ １ １ ９ ６ ０ ２  
令和元年  
  ６月２７日  

 
商  

 
 ク ッ ク 諸 島  

 
 特 願 ２ ０ １ ６
－ ５ １ ６ ２ ４ ２  

平成２９年  
  ９月２８日  

 
 特  

３．外務省回答昭和５８年６月１７日附国専第１１６号により相互主義が確認さ

れた英国の領域  

アンギラ  

バーミューダ  

バージン諸島  

フォークランド  

ケイマン  

モンセラト  

セントヘレナ  

（注）条約により権利能力が認められている国又は領域については２．及び３．

の表から除外してある。  
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（改訂令和８・ 4）  

 
※ 1  特２５条１号、２号：実２条の５第３項、意６８条３項、商７７条３項において準

用  
※ 2  特施規７条２号：実施規２３条１項、意施規１９条１項、商施規２２条１項におい

て準用  
※ 3  特登令３０条１項２号：実登令７条、意登令７条、商登令１０条において準用  


